「全国保険医新聞」１０月１５日号

保険医の権利を守る第一歩

弁護士帯同、全国で実施の検討を

人権無視の発言で

診療意欲の萎縮強いられる

「個別指導」の言葉の響きは「悪魔の囁き」という人もいる。

２年前の個別指導時に指導官から、「患者を食いものにしとらんか！」との人権無視の発言によって、それがトラウマとなり１年間悩み続け、患者さんを治そうと、診療行為に取りかかろうとする手を止めざるを得なかった事例や、「歯科医師としてのプライドを傷つけられ、保険医としての人権は守られず、萎縮した診療に追い込まれ、歯科医師になったことさえ後悔した」と話す歯科医師もいる。

福岡県では、４年ほど前「個別指導」時に、指導官の暴言に気分が悪くなり、救急車で運ばれた事例がある。それほどまでに、「個別指導」は恐怖感、そして歯科医としてのプライドまで傷つける緊張の「現場」である。

繰り返してはならない

「保険医自殺事件」

昨年９月１７日、東京の歯科保険医が自殺、歯科界をはじめ一般メディアでも取り上げられた。

福岡県歯科保険医協会では厚生労働大臣への抗議声明、同１１月１９日には福岡社会保険事務局へ「二度とこのようなことが起きないよう」要請・懇談申入れを行った。

昨年１１月、当協会の理事会では、東京の歯科保険医自殺事件のような事態を二度と起こさせないとして、「個別指導時の弁護士帯同」について相談することを確認し、１２月に弁護士メンバーとの相談を行った。

ちょうど同時期に、京都府歯科保険医協会主催の山井和則衆議院議員（民主党・厚生労働委員会筆頭理事）の仲介による「厚生労働省、指導監査室との指導・監査の勉強会」（１２月２０日）に当会からも参加し、厚労省から弁護士帯同の公式見解を確認することができた。

そのような中、年明けの１月に３人の弁護士、当会役員、「個別指導」を最近受けたメンバー等で「弁護士帯同問題」での勉強会を開催した。

同行支援システム

「弁護士登録」制を検討

勉強会では、まず個別指導の実体験を数人の方から話してもらい、東京の事件や、個別指導時の指導官の発言がトラウマとなって１年間悩み続けた事例等、密室性、萎縮せざるを得ない実態や「暴言」まがいの発言が横行していることなどを紹介した。

その上で、「保険医の権利を守るため」に、①「患者の権利オンブズマン」が実施している同行支援の形で「帯同」のシステム化を図る、②対応できる弁護士５人程度の「登録制」とする、③代理人委任状の作成や帯同希望者との事前の顔合わせ、「勉強会」への共同参加などの方策を決めるとともに、保険医・保険医療機関取消しが５年に及ぶなど、通常の社会的な「罰則」の限度を超える処分が医療現場で横行してきたこと、まずは正常な状態にすることを目標に率直な意見交換を行った。同時に協会新聞での「広報」を開始した。

最初の帯同事例は、社会保険事務局が行う個別指導の年次計画予定表にはない「個別指導」として呼ばれた歯科医師からの相談だった。

この歯科医師は、開業してからの「新規個別指導」も受けたことがなく、年末に集団的個別指導を受けて以降は、萎縮診療を強いられて悩んでいた。

社会保険事務局へ問い合わせたところ、今回の個別指導は「通報によるもの」との回答であったため、相談されたものだった。

本人から「弁護士帯同」の申し出を受け、そのため緊急に「勉強会」を開催、弁護士との面談および相談を行った。

弁護士からは帯同を実施するにあたって、①指導の中身に立ち入ることはできないが、指導官（技官）の威圧的な態度や質問に困惑した場合は本人と相談し対応する、②その場で答えられない事柄については、後日「文書」で提出することも含め、様々な検討を行う、の２点を踏まえて、指導当日の約２時間半にわたる「帯同」を実施した。

「個別指導」を終えて、本人から、「今回の弁護士帯同によって逆に変に思われて攻撃されるのではないかという不安もあったが、思い切って臨むことができた」、「高圧的な話し方というケースはなかった」、本人（被指導者）と「指導官との歯科医同士としての技術的交流も出来た」と報告があった。

２回目の弁護士帯同、その後３回の弁護士帯同を実施、今年に入って、すでに５件の弁護士帯同を実現した。いずれの歯科医師も再度の「個別指導」時には弁護士帯同を希望している。

現在５人の弁護士が「帯同弁護士として登録」し、どの弁護士が対応することとなっても良いように、双方での勉強会を実施している。

一人で悩まず

保険医協会に相談を

当協会は、不正・不当を無罪放免してもらう目的で弁護士帯同を実現したわけではない。

密室の中での保険医の権利を守り、懇切丁寧な指導を実現するために、弁護士帯同は有効な対応策であると考えている。

　新規個別指導、個別指導・監査の通知が来たら、１人で悩まず１日も早く保険医協会に相談するよう呼びかけたい。違った視点から対策を考えることができる。

　全国の協会・医会で「弁護士帯同」を実現することが、不透明な「基準」や「地域差」、密室性の高い医療の現場を変え、患者の医療を守ることが出来ると確信している。

福岡県歯科保険医協会

（事務局・岡﨑　誠）

